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IFRICが、株式報酬におけるサービス、実績、権利確定条件以外の条件の定義を明確化

IFRICは、勤務条件、業績条件、および権利確定条件以外の条件を区別するために、株式報酬のガ
イダンスを明確化することを予定しています。 IFRICは1月の会合で、権利確定条件の定義、および
2008年 1月に公表された IFRS第 2号 ｢株式報酬 ｣の改訂における権利確定条件および取消のガイダ
ンスが明確でない点を指摘しました。 このことにより、権利確定条件と権利確定条件以外の条件を
区別する際に実務が異なってくる可能性があります。 IFRICは来週の会合で、 IFRICスタッフが作成し
た資料を基に議論を行う予定です。
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